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第１８ 排煙設備

平成２５年２月８日施行

１ 排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分

(1) 規則第２９条第１号イに定める「直接外気に接する開口部」は、建具を有しない常

時開放されたもので、煙及び熱の排出に有効で、かつ、屋外の安全な場所に排出する

ことができる箇所に設置すること。

(2) 規則第２９条第２号に定める「主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用

されている者の使用に供する部分」は、通常の使用形態において当該防火対象物の関

係者以外の不特定の者が出入りしない部分とすること。

２ 排煙口

(1) 規則第３０条第１号イに定める「給気口からの給気により煙を有効に排除すること

ができる場合」の給気は、「通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる

特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件」（平成１２年建設省告示第１４３７号

）に適合すること。

(2) 規則第３０条第１号ロに定める排煙口までの水平距離については、第１８－１図の

ように測定するものとし、直線距離としないこと。

直線距離は不可

      

                   ３０ｍ以内とすること（迂回水平距離）

         排煙口

           第１８－１図
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(3) 規則第３０条第６号ロに定める「直接外気に接する排煙口」（以下「排煙上有効な

開口部」という。）には、開放状態を保持することができる扉（ドアチエック（スト

ッパー付き））及び床面から開口部の下端までの高さが１．５ｍ以下である窓を含む

ことができるものとする。ただし、防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さ

が天井の高さの２分の１以上の部分を「排煙上有効な開口部」として算定すること。

（１８－２図、１８－３図参照）

防煙壁

排煙上有効な開口部

１．５ｍ以下

（床）

窓

防煙壁

扉

第１８－３図

（床）

排煙上有効な開口部

第１８－２図
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(4) 外たおし窓（第１８－４－１図）、内たおし窓（第１８－４－２図）、回転窓（第

１８－５－３図）及びガラリ（第１８－５－４図）については、次の算定式により排

煙上有効な開口部の面積を算定するものとする。

①９０°≧ａ≧４５°の場合、Ｓ１＝Ｓ２とする。

②４５°＞ａの場合、Ｓ１＝ａ／４５°×Ｓ２とする。    

        （天井）             （天井）

   Ｓ１                   Ｓ１

    ａ     Ｓ２          ａ      Ｓ２

                    

       第１８－４－１図             第１８－４－２図

       （天井）              （天井）

                       

      ａ

          Ｓ２     Ｓ２

               Ｓ１        ａ

       第１８－４－３図            第１８－４－４図

※ いずれも防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井までの高さの２分の１以上の

部分にあるものとする。

Ｓ１

※Ｓ１：排煙上有効な開口部の面積

Ｓ２：開口部面積

ａ ：回転角度
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(5) 突き出し窓（第１８－５図）については、当該窓の開口部面積を排煙上有効な開口

部の面積として算定することができるものとする。

      （天井）       防煙壁

        ６０°≦

       （６０°＞の場合は、排煙上有効な開口部として算定できない。）

         第１８－５図

(6) 次のいずれかに該当する場合は、令第３２条を適用し、排煙口を設けないことがで

きるものであること。

  ア 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁又は床で区画され、

かつ、開口部については、自動閉鎖装置付きの防火戸で区画され、さらに区画内の

壁及び天井の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。

）を準不燃材料で仕上げたもので、次に掲げる部分

(ｱ) 非常電源を附置した換気設備の設けられている変電室、発電室その他これらに

類する場所

(ｲ) 機械換気設備の機械室、ポンプ室、冷凍機械室、エレベーター機械室その他こ

れらに類する室の用途に供されるもので、床面積が１００㎡以下のもの

(ｳ) 床面積が５０㎡以下（スプリンクラー設備が技術上の基準に従い設置されてい

るものにあっては１００㎡以下）のもの

  イ 浴室、シャワー室、洗面所、便所その他これらに類する場所

  ウ 風除室、エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに

類する場所

  エ 階段室（消火活動拠点となる部分を除く。）、エスカレーターの防火区画となる

部分

  オ ガス系消火設備（全域放出方式で固定式のものに限る。）が技術上の基準に従い

設置されている場所
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  カ 室内に面する部分の仕上げを不燃材料で仕上げた冷凍室、冷蔵庫その他これらに

類する場所

  キ 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備で、次の（ア）から（オ）に掲げ

るものを有する部分。ただし、ケーブルが多条布設されているものにあっては、当

該ケーブルに延焼防止上有効な措置を施したものに限る。

(ｱ) 密閉方式の電気設備（封じ切り方式又は窒素封入方式であって、内部に開閉接

点を有しない構造のものに限る。）で絶縁劣化、アーク等による発火危険のおそ

れが少なく、かつ、当該電気設備の容量が１５，０００ＫＶＡ未満のもの

(ｲ) 密閉方式のＯＦケーブル油槽

(ｳ) １，０００ＫＶＡ未満の容量の電気設備

(ｴ) 「自家発電設備の基準」（昭和４８年消防庁告示第１号）又は「キュービクル

式非常電源専用受電設備の基準」（昭和５０年消防庁告示第７号）に適合する

構造のキュービクルに収容されている電気設備

(ｵ) 発電機、変圧器のうち冷却又は絶縁のための油類（自己消火性のものを除く。

）を使用せず、かつ、水素ガス等可燃性ガスを発生するおそれのないもの

３ 給気口

  特別避難階段の附室及び非常用エレベーターの乗降ロビー等（進入が容易であり、所

要の消火活動スペースが確保できるものに限る。）で消防隊の消火活動の拠点となる防

煙区画ごとに１以上を設けるものとすること。

４ 風道

(1) 不燃材料で造ること。

(2) 風道が防煙壁を貫通する場合には、当該風道と防煙壁との隙間をモルタルその他不

燃材料で埋めること。

５ 手動起動装置

  防煙区画の見通しができ、防煙区画内の火災の影響を受けることなく容易に操作でき

る場所（室の出入口付近又は通路のうち安全区画に近い箇所等）に設けること。

６ 排煙機及び給気機

  点検に便利で、かつ、不燃材料で区画した室で、開口部には、建基法第２条第９号の

２ロに規定する防火設備を設けた専用室に設置すること。

７ 加圧防排煙設備
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  排煙設備に代えて用いることができる加圧防排煙設備（必要とされる防火安全性能を

有する消防の用に供する設備等）については、以下の省令、告示及び通知に従い設置す

ることができる。

(1) 「排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の

用に供する設備等に関する省令」（平成２１年総務省令第８８号）

(2) 「加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準」（平成２１年消防庁告示

第１６号）

(3) 「排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の

用に供する設備等に関する省令等の公布について（通知）」（平成２１年消防予第３

８０号）

８ 排煙設備の基本的考え方

(1) 排煙設備の種類

  ア 消防排煙

消防排煙には、令第２８条に基づき設置される通常の排煙設備（ルートＡ）と令

第２９条の４を適用して設置される加圧防排煙設備（ルートＢ）がある。これら

は、「防火対象物」に対して設置義務がある。「特別避難階段の付室、非常用エレ

バーターの乗降ロビー等消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画」（以下「消火活

動拠点」という。）とその他の「一般室」に分けて、基準が規定されている。消火

活動拠点には、排煙機を使って煙を排出すると同時に、給気機により積極的に新鮮

な空気を送り込むことを規定している。一般室には、排煙機を使って煙を排出する

ことを規定している。（第１８－６図）

第１８－６図

排 煙 機
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  イ 建築排煙

    建築排煙は、「付室」及び「乗降ロビー」に設置するものと「一般室」に設ける

ものでは設置根拠法令が異なる。

   (ｱ) 「付室」及び「乗降ロビー」における具体的な排煙方法は、告示によって次に

掲げる方法が認めれている。

    ａ 煙の温度差による浮力と排煙風道の頂部に作用する吸引力を利用して煙を排

出する「自然排煙」（スモークタワー方式）（第１８－７図）

    ｂ 下方部において外気を自然供給し、上方部に設けた排煙口から機械力にて煙

を排出する「機械排煙」（第１８－８図）

（第１８－７図）

（第１８－８図）
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    ｃ 下方部において外気を機械力にて給気し、上方部設けた排煙口から煙を押し

出して排出する「押出し排煙」（第１８－９図）

    ｄ 消火活動拠点を給気加圧することで煙の進入を防止する「加圧防排煙」

（第１８－１０図）

   (ｲ) 「一般室」の排煙方法は、建基令によって自然排煙、機械排煙、押出し排煙の

いずれかの方法で排煙することとなっている。

（第１８－９図）

（第１８－１０図）
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(2) 消防排煙と建築排煙との関係

ア 建基令第１２６条の２第１項の規定及び国土交通省告示（平成１２年５月３１日

付け 建設省告示第１４３６号）により、排煙設備の設置が免除されるものであっ

ても、令第２８条第１項の適用を免れるものではないこと。

イ 建基令第１２６条の２第１項の規定と、令第２８条第１項の規定では一部差異が

あることから、建基令第１２６条の２第１項の排煙設備を設置したことで令第２８

条第１項の排煙設備が完備したものとして取り扱うものではないこと。

ウ 特別避難階段が建築物の平面中央に設けられるもの等、平面計画にセンターコア

を採用しているものや、地階を有するもの等では、「消火活動拠点」において排煙

風道と給気風道の両方を設けなければならず、それぞれ排煙機、給気機を設けなけ

ればならない。建築排煙では排煙機と給気機を同時に設置する方式が存在しないた

め、消防排煙と建築排煙の技術基準を同時に適合することができないことがある。

この場合、消火活動拠点において支障なく活動が可能となる排煙能力の確保や建

築基準法との整合等を考慮し、特例を適用する等個別に判断すること。


